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一

○
参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
…
…
…
…
二

事
業
者
及
び
候
補
者
一
人
当
た
り
の
放
送
回
数
の
一
部
改
正

○
山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
…
…
…
…
二

候
補
者
一
人
当
た
り
の
放
送
回
数
の
一
部
改
正

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号

公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
職
選
挙
法
等
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
の
下
に
「
又
は
車
両
番
号
の
う
ち
道
路
運
送
車
両
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
六
条
の
十
七
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は

第
三
十
六
条
の
十
八
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
四
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
を
加
え
る
。

第
七
号
様
式
そ
の
一
備
考
２
中
「
自
動
車
登
録
番
号
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
」
を
加
え
る
。

第
七
号
様
式
の
二
そ
の
一
及
び
備
考
３
並
び
に
第
七
号
様
式
の
三
そ
の
一
中
「
自
動
車
登
録
番
号
」

の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
」
を
加
え
る
。

第
七
号
様
式
の
四
そ
の
一
中
「
自
動
車
登
録
番
号
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
」
を
加
え
、
同
様
式

そ
の
二
中
「
自
動
車
登
録
番
号
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
１
中

「
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
の
う
ち
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
運

輸
省
令
第
７
４
号
）
第
３
６
条
の
１
７
第
１
項
第
４
号
若
し
く
は
第
３
６
条
の
１
８
第
１
項
第
３
号
に

規
定
す
る
４
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
２
及
び
備
考
３
中
「
自
動

車
登
録
番
号
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
」
を
加
え
る
。

第
八
号
様
式
そ
の
一
備
考
１
中
「
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
の
う
ち
道
路
運
送
車

両
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
運
輸
省
令
第
７
４
号
）
第
３
６
条
の
１
７
第
１
項
第
４
号
若
し
く
は
第

３
６
条
の
１
８
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
４
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の

一
（
別
紙
２
の
２
）
及
び
備
考
２
中
「
自
動
車
登
録
番
号
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

五
月
十
一
日

号
外
第
三
十
八
号

火　曜　日

自
動
車
登
録
番
号

自
動
車
登
録
番
号

又
は
車
両
番
号

自
動
車
登
録
番
号

又
は
車
両
番
号

自
動
車
登
録
番
号

「
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
の
う
ち
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
運

輸
省
令
第
７
４
号
）
第
３
６
条
の
１
７
第
１
項
第
４
号
若
し
く
は
第
３
６
条
の
１
８
第
１
項
第
３
号
に

規
定
す
る
４
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
２
及
び
備
考
３
中
「
自
動

車
登
録
番
号
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
」
を
加
え
る
。

第
八
号
様
式
そ
の
一
備
考
１
中
「
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
の
う
ち
道
路
運
送
車

両
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
６
年
運
輸
省
令
第
７
４
号
）
第
３
６
条
の
１
７
第
１
項
第
４
号
若
し
く
は
第

３
６
条
の
１
８
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
４
け
た
以
下
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の

一
（
別
紙
２
の
２
）
及
び
備
考
２
中
「
自
動
車
登
録
番
号
」
の
次
に
「
又
は
車
両
番
号
」
を
加
え
る
。

又
は
車
両
番
号

又
は
車
両
番
号の

次
に

を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
備
考
２
及
び
備
考
３
中

の
次
に

を
加
え
る
。

の
次
に

を
加
え
る
。

の
次
に

を
加
え
、
同
様
式
そ
の

一
（
別
紙
２
の
２
）
及
び
備
考
２
中

第
八
号
様
式
そ
の
一
備
考
１
中



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

参
議
院
山
梨
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び

候
補
者
一
人
当
た
り
の
放
送
回
数
（
平
成
七
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

「

「

二
　
　
　
　
　
一

表
中
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

一
　
　
　
　
　
二

」

」

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

山
梨
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
政
見
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
候
補
者
一
人

当
た
り
の
放
送
回
数
（
平
成
六
年
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

「

「

二
　
　
　
　
　
一

表
中
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

一
　
　
　
　
　
二

」

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
三
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

二

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

税
理
士
に
よ
る
宮
川
典
子
後
援
会

末
　
木
　
好
　
臣

本
　
田
　
賢
　
二
　

甲
府
市
中
央
二
│
一
一
│
二
三
山
梨
県
税
理
士
会
館
内
　

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
二
年

四
月
十
六
日

四
月
十
九
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

自
由
民
主
党
山
梨
県
第
三
選
挙
区
　

小

野

次

郎

小
　
野
　
敬
　
子
　

甲
斐
市
篠
原
二
〇
〇
六

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
二
年

支
部

二
月
十
五
日
　

四
月
十
五
日

小
野
次
郎
後
援
会
　

清

水

達

雄

小
　
野
　
敬
　
子
　

甲
斐
市
篠
原
二
〇
〇
六

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
二
年

二
月
十
五
日
　

四
月
十
五
日

山
梨
活
性
化
研
究
会
　

風

間

善

樹

氏
　
家
　
良
　
介
　

甲
斐
市
篠
原
二
〇
〇
六

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
二
年

三
月
一
日
　

四
月
十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

林
　
　
　
長
　
安

平
成
二
十
二
年
　

平
成
二
十
二
年

鈴
木
篤
後
援
会
「
竹
馬
の
会
」

旧
　

室
　
井
　
和
　
男

四
月
二
十
四
日
　

四
月
二
十
六
日

発
行
者
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甲
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市
丸
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丁
目
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ニ
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甲
府
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北
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二
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目
六
番


